
いきいき生活サポート
（認知症初期集中支援チーム）

『認知症が心配で受診させたいが、本人が嫌がり困っている』
『認知症と診断され、介護認定も受けたが、サービス利用につながらない』
『認知症の症状が強く、物盗られ妄想、幻覚、徘徊など、

どのように対応したらよいかわからない』

区
中 お気軽に

ご相談
ください

認知症に
ついての
心配や
お困りが
ある時

認知症は、早期発見、早期対応することが重要です。
認知症の方やその家族に早期に関わることで、生活を整え、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができま
す。そのために、横浜市では、認知症になっても安心して生活するために「認知症初期集中支援推進事業」を実施して
います。

いきいき生活サポート

地域包括支援センター、区福祉保健センター高齢・障害支援課が相談窓口となり、チームと連携して
支援します。
専門職がご家庭を訪問し、専門医療機関の受診、介護サービスに関する説明や利用支援、症状に
応じた助言を行います。

「大石クリニック」に設置し、主任介護支援専門員、看護師、医師等、認知症の専門職で構成

内容

概ね６か月期間

中区内の自宅で生活されている４０歳以上で認知症の方（疑いも含む）対象

利用を希望される場合は、お住いの地域を担当する地域包括支援センター、または、区福祉保健

センターにご相談ください。 ⇒ 詳細は裏面２参照

相談窓口

私たちがお手伝いします

横浜市健康福祉局 高齢在宅支援課

電話 ６７１－４１２９

事業全般の問合せ先

大石クリニック 認知症初期集中支援チームスタッフ

チーム員による相談及び家庭訪問等は無料です。費用

※主治医（かかりつけ医）から、身体や治療の状況等について、診療情報提供書を求める場合は、医療機関に一部負担金を
お支払いいただきます。

※身体の治療に係る費用については、医療保険（後期高齢者医療保険等）に基づき、費用の自己負担金を医療機関にお支払い
いただきます。

個人情報の使用に関して ⇒ 裏面１参照



１　個人情報の使用に関して

２　中区の地域包括支援センター（地域ケアプラザ）

地域包括支援センター 担 当 地 域

新山下地域包括支援センター
（新山下3-15-5）

電話　６２５－１９１１
ﾌｧｸｽ　６２５－１８６５

山下町、元町、新山下1～3丁目、千代崎町、北方町、
小港町、諏訪町、本牧十二天

不老町地域包括支援センター
（不老町3-15-2）

電話　６６２－０１６１
ﾌｧｸｽ　６６２－０１９２

麦田地域包括支援センター
（麦田町1-26-2）

電話　６６４－６０２３
ﾌｧｸｽ　６６４－６０７５

麦田町、柏葉、大和町、立野、鷺山、竹之丸、西之谷町、
本牧緑ヶ丘(139-4、201－9を除く)、上野町、妙香寺台、
豆口台、滝之上(51～78)、仲尾台、
山手町(36～202、226～269)

本牧原地域包括支援センター
（本牧原6-1）

電話　６２３－０９７１
ﾌｧｸｽ　６２３－０９７７

本郷町、本牧満坂、本牧町、本牧荒井(36～122、
303を除く)、本牧原、本牧宮原、本牧元町(25～35)、
本牧緑ヶ丘(139－4・201－9)、錦町、和田山、
本牧ふ頭

簑沢地域包括支援センター
（簑沢13-204）

電話　６６３－６９６０
ﾌｧｸｽ　２２８－１８２８

山元町、簑沢、塚越、寺久保、大平町、大芝台、
西竹之丸、根岸台、根岸旭台、滝之上(1～50、79～160)、
山手町(1～35、203～225、270～288)

本牧和田地域包括支援センター
（本牧和田35-13）

電話　６２２－１２１１
ﾌｧｸｽ　６２２－１２９０

本牧和田、本牧間門、本牧荒井(36～122、303)、
本牧元町(1～24、36～76)、本牧大里町、本牧三之谷、
根岸町、池袋、根岸加曽台、矢口台、千鳥町、豊浦町、
かもめ町、南本牧

中区福祉保健センター
　　（日本大通35）

高齢・障害支援課
電話　２２４－８１６７　ﾌｧｸｽ　２２４－８１５９

宮川町、桜木町、花咲町、野毛町、黄金町、初音町、
日ノ出町、赤門町、英町、伊勢佐木町、末広町、羽衣町、
弥生町、曙町、末吉町、吉田町、福富町仲通、
福富町西通、福富町東通、長者町、蓬莱町、若葉町、
松影町、吉浜町、万代町、不老町、寿町、扇町、三吉町、
千歳町、翁町、山田町、山吹町、富士見町、石川町、
打越、海岸通、元浜町、日本大通、新港1～2丁目、
北仲通、南仲通、太田町、相生町、住吉町、常盤町、
尾上町、真砂町、港町、本町、弁天通、横浜公園、内田町

【開館時間】
月曜日～土曜日 ： 午前９時～午後６時 日曜日、祝日等 ： 午前９時～午後５時

【休館日】
年末年始（12月29日～1月3日）及び施設点検日等。詳細は各施設へお問い合わせください。

（１）使用する目的
利用者の生活支援に関して、医療や介護サービス等につなげるため、検討や情報の共有が必要な場合

（２）個人情報を共有する関係者の範囲
利用者の支援を行っている関係機関

（３）使用にあたっての条件
個人情報を共有する場合、共有する関係者間の個人情報の仕様は目的の範囲内とし、共有にあたっては、

関係者以外の者に漏れることのないよう細心の注意を払うことを確認しあいます。
（４）その他

主治医（かかりつけ医）から、身体や治療の状況等について、診療情報提供書を求める場合があります。
※「個人情報」とは、利用者本人及びその家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、または識別され得るものを言います。


	チラシ裏面改定版.pdf
	Sheet1

	PDFチラシ -2024年度改訂版.pdf

